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福井樫山団地宅地分譲地売払要項 

令和８年４月１日 

１、分譲地の所在地 

海草郡紀美野町福井字樫山地内  

※各区画の位置、面積、金額は、7 ページの「福井樫山団地の概要」をご覧くだ

さい。     

 

２、申込受付 

  受付場所：紀美野町企画管財課(町役場本庁２階) 

  受付日時：随時(土、日、祝日を除く)午前 8時 30分～午後 5時 15分 

  電話番号：企画管財課 073-489-5913（直通）    

   

 

３、申込資格 

（１）自ら居住する目的で購入される方。 

（２）市町村民税等を滞納していない方（同居（予定）者を含む。） 

（３）暴力団及び反社会的行動を行う団体の構成員、暴力的不法行為を行う 

者並びに公序良俗に反する行為を行う者でないこと（同居(予定）者を含む。） 

（４）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23年法律第 122 

号）第２条第１項に規定する風俗営業その他これらに類する業の用に供する 

利用に供する者でないこと 

（５）騒音、振動その他周辺環境に支障を及ぼす利用を行う者でないこと 

（６）近隣住民との紛争を引き起こす原因となるような利用を行う者でないこと 
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４、申込方法等 

（１）申込方法 紀美野町(以下「町」という。)所定の「紀美野町普通財産売

払申請書(様式第 8 号)」に必要事項記入の上、必要となる添付書類を添え

て町へ申し込んで下さい。   

（２） 添付書類 

ア 住民票の写し 

※市町村から発行された原本で、マイナンバーの記載がないもの 

イ 印鑑登録証明書 

ウ 市町村税の納税証明書（前年度、前々年度分） 

(３) その他 

申込資格がない場合や虚偽の記載等の不正が判明した場合、申込みは無効と 

なります。 

（４）申込みについての留意点      

・お取引は、現状有姿取引とします。お取引対象宅地及び周辺隣接地 

の環境を現地において充分確認して下さい。      

・公租公課（不動産取得税、固定資産税等）は、宅地等の登記完了日の翌 

日から個人の負担となります。        

・提出書類は、返却致しません。  

 

５、分譲の決定 

 先着順に希望する分譲区画の決定を行います。 

決定者には紀美野町普通財産売払申請結果通知書（様式９号）をもって 

お知らせします。  
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６、契約の締結について 

 （１）土地売買契約の締結日       

   購入者と町との協議のうえ契約日を決定します。    

 （２）土地の引渡し         

   土地代金の納入により、所有権移転登記手続きを行い登記完了後引渡し 

と致します。          

 （３）契約解除に伴う損害賠償        

   契約解除に伴う違約金は、契約金額の一割に相当する金員とします。

 （４）契約及び所有権移転登記に購入者が必要な費用   

  ○契約時  印紙税(土地売買契約書に貼付する収入印紙）   

  ○登記時  登録免許税(和歌山地方法務局)     

（５）契約に必要な書類等        

    〇 実印          

  〇 印鑑証明書     

   ※購入する宅地は、共有名義にすることができます。この場合は契約前に 

申し出てください。        

    

７、土地代金の納入について 

 （１）土地代金          

  土地代金は別表、分譲価格表によります。詳しくは町（企画管財課）にお 

問い合わせください。        

 （２）土地代金の払込み時期        

   土地代金は、土地売買契約締結後、町が指定する日までに納入して下さい。 

 （３）支払先 契約締結時にお知らせします。 

       

８、宅盤の高さ及び建築物の制限について 

 （１）宅盤の高さは現況高とします。ただし、地盤高の変更の必要が生じた場 
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合は隣接土地所有者及び関係者と協議し必ず書面による同意を得て下さ 

い。又、変更により生じた事故及び第三者への損害については、すべて購 

入者の負担とします。        

 （２） 居住用以外の建物(例えば工場など)、団地住民の迷惑となるような建 

物は建築することができません。       

 

９、分譲地内の施設等について        

 （１）分譲地内の施設、構造物（側溝、集水桝、電柱及び支線等）は、原則と 

して移動及び改造できません。止むなく移動及び改造の必要等が生じた場 

合は、必ず町に届け出てその指示を受けて下さい。    

 

10、上下水道について 

（１）上水道 

受水できますが分譲宅地内に水道の引込をおこなっておりません。引込は 

各自でお願いします。手続きは、紀美野町水道課（073-489-2474）へお問 

い合わせください。        

    

（２）下水道         

   下水道施設は、ございません。必ず合併浄化槽の設置をお願いします。

   なお合併浄化槽には、紀美野町で補助金制度があります。詳しくは住民課 

にお問い合わせください。（紀美野町住民課 073-489-5903、役場１階)

   

11、一般ゴミの処理について 

 町により、有料のゴミ回収を行っています。      

 詳しくは住民課（073-489-5903)にお問い合わせください。    
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12、テレビ視聴について 

 地上デジタル放送受信に関しては、総務課(073-489-5912)にお問い合わせくだ

さい。            

 

13、道路、排水路等の維持管理等について 

 （１）当団地内道路は、町が管理します。      

 （２）分譲宅地に付随する構造物（側溝、ゴミ集積所等）は、所有権移転後宅 

地購入者の管理となります。       

  

14、電気、電話、ガスについて 

 （１）電気           

   電気工事業者を通じ関西電力（株）和歌山支店等へ申込んでください。

 （２）電話、インターネット       

   電話等事業者へ確認の上、申込んでください。    

（３）ガス 

ガスはＬＰガスで、各戸の設置となります。業者にお問い合わせください。 

 

15、自治会について 

 町広報の配布その他、行政連絡等のため組織、運営にご協力していただくこと

になります。          

   

16、その他留意事項について 

（１）契約不適合責任について        

  契約内容に適合しない状態があった場合における町の責任は、当該土地の引 

渡しの日から 1年間に限るものとする。ただし、天災地変その他町の責めに 

帰することができない事由により生じたものについては、当町はその責任を 

負わない。         
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（２）基礎工事について         

    住宅の基礎工事の設計に当たっては、地盤の強度（支持力）が宅地ごとに異 

なりますので、地盤、地質等を十分調査し、適切な基礎工事を行って下さい。

（３）住宅建築までの維持管理について       

  住宅建築までの間、宅地の草刈り等は宅地購入者が責任を持って行って下さ 

い。催告しても行わない場合は、町が代行して行うことがあります。この場 

合、費用については宅地購入者に後日請求することとなります。   

（４）当宅地周辺は田園地区であるため、隣接地の農作業（消毒、早朝作業等） 

には十分にご理解の上ご購入ください。      

（５）その他          

土地の区画変更に伴う分合筆はできません。     
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福井樫山団地の概要          

 所 在 地 和歌山県海草郡紀美野町福井地内    

 区 画 数  ５１ 区画        

 総 面 積 １５,３５８㎡       

 分譲区画 ３区画        

 地 目 宅 地        

 用途指定 都市計画区域外        

 交 通 町コミュニティバス樫山団地バス停まで徒歩 約 5分 

   バス料金一律２００円（但し、身体障害者、中学生以下は無料） 

 教育施設 町立小川小学校  コミュニティバスで 約 5分 約 2.7㎞ 

      町立紀美野中学校    自転車通学で約 15分  約 2.3㎞ 

   

分譲地見取図 

 

  

                    お問合せ先一覧 

 

企画管財課 (直) 073-489-5913  

町役場  (代表) 073-489-2430  

総務課   (直) 073-489-5912  

水道課   (直) 073-489-2474  

住民課   (直) 073-489-5903  

区画 地番 面積 分譲価格 ㎡単価 

(㎡) (円) (円) 

Ａ 6 1111-7 193.97  3,540,000 18,250  

Ｂ 6 1111-14 197.31  3,673,000 18,615  

Ｆ 6 1111-45 346.29  5,852,000 16,899  

販売区画 


